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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第７期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

３. 第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高（千円） 1,767,828 2,436,164 2,490,686 3,677,821 5,011,993 

経常利益又は経常損失（△） 

（千円） 
186,649 284,565 △33,900 206,321 532,822 

中間（当期）純利益又は 

当期純損失（△）（千円） 
50,378 98,808 51,972 52,588 △89,351 

純資産額（千円） 6,704,851 7,460,468 7,215,911 6,795,975 7,276,289 

総資産額（千円） 7,378,460 8,232,824 7,791,204 8,091,499 8,312,399 

１株当たり純資産額（円） 59,319.75 58,190.71 56,003.41 59,024.61 56,543.23 

１株当たり中間（当期）純利 

益金額又は当期純損失金額

（△）（円） 

519.84 866.53 459.19 497.64 △786.55 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
503.49 863.46 457.79 486.82 － 

自己資本比率（％） 90.9 80.0 81.4 84.0 77.0 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
31,935 179,412 △98,750 △277,354 750,917 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
△388,687 △188,552 △311,252 △832,874 △751,039 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（千円） 
3,410,991 △308,296 △110,557 4,286,864 △305,291 

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高（千円） 
5,408,688 5,214,236 4,705,975 5,531,338 5,226,416 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 

（名) 

114 

(50) 

136 

(52) 

157 

(45) 

127 

(52) 

140 

(53) 



(2) 提出会社の経営指標等 

  （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．第７期中より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用しております。 

３．第８期中の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり中

間純損失であるため記載しておりません。 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高（千円） 1,776,898 2,387,654 2,347,851 3,613,416 4,880,340 

経常利益（千円） 212,113 420,875 70,941 292,310 850,033 

中間（当期）純利益又は 

中間純損失（△）（千円） 
71,856 191,794 △298,233 128,061 217,458 

資本金（千円） 3,274,436 3,318,876 3,320,723 3,318,715 3,320,723 

発行済株式総数（株） 115,299 117,411 117,453 117,408 117,453 

純資産額（千円） 6,726,329 7,620,214 7,238,711 6,871,448 7,650,015 

総資産額（千円） 7,300,371 8,372,558 7,763,175 8,147,283 8,651,051 

１株当たり純資産額（円） 59,509.77 59,679.64 56,286.82 59,680.11 59,920.80 

１株当たり中間（当期）純利

益金額又は中間純損失金額

（△）（円） 

741.47 1,682.00 △2,634.96 1,211.84 1,914.25 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額（円） 
718.15 1,676.05 － 1,185.49 1,907.65 

１株当たり配当額（円） － － － 1,000 1,000 

自己資本比率（％） 92.1 80.6 82.1 84.3 78.4 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 

（名） 

99 

(26) 

119 

(41) 

142 

(34) 

110 

(33) 

124 

(42) 



２【事業の内容】 

当社企業グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（株式会社ジー・モード）、連結子会社２社及び持分法適

用関連会社１社から構成されております。当社企業グループの主な事業内容と各事業区分との関連は以下のとおりで

あります。なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

［事業系統図］ 

    上記を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  [連結子会社] 株式会社モバイル・リサーチ 

        株式会社アコースティック 

 [持分法適用関連会社] ガンホー・モード株式会社 

事業区分 主な事業内容 

  国内コンテンツ配信事業    携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営 

  国内受託事業 
 ＰＣ向けゲームコンテンツ、ＰＣウェブサイト及び携帯電話向け着メロ 

 の受託制作 

  海外事業  携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等   

  その他の事業 

  携帯電話ウェブサイトを利用したプロモーション支援、携帯電話向け 

 ゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作ツールのライセンス 

 供与等 



３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員（当社企業グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社企業グルー

プへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社

員を含む。）は、当中間連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している

ものであります。 

３．平成19年３月期末と比較して従業員数が17名増加しておりますが、これは事業拡大に伴う開発要員等の増加

によるものであります。 

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（パートタイマー、アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員を含む。）は、当中間会計期間の平均

人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平成19年３月期末と比較して従業員数が18名増加しておりますが、これは事業拡大に伴う開発要員等の増加

によるものであります。 

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

 国内コンテンツ配信事業 101 （27） 

 国内受託事業 16 （ 5） 

 海外事業  5 （ 6） 

 その他の事業 9 （ 2） 

 全社（共通） 26 （ 5） 

 合計 157 （45） 

従業員数（名） 142 （34） 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（1）  業績 

 当中間連結会計期間におけるモバイルビジネス市場は、携帯電話機器の高機能化や第三世代モバイルネットワー

ク技術、通信料定額制などのインフラが普及したことなどにより、その規模は着実に拡大しております。とりわ

け、当社の主力である国内コンテンツ配信事業が属するモバイルコンテンツ市場におきましては、総務省の「モバ

イルコンテンツの産業構造実態に関する調査結果」によると、平成18年度の「モバイルゲーム」の市場規模は748

億円と、この２年間で約２倍にまで拡大し、「着メロ」・「着うた」などの音楽系コンテンツと肩を並べるまでに

成長を遂げており、携帯電話は着実にゲームプラットフォームとしての地位を確立しつつあります。 

 そうした中、携帯電話事業者（以下、「通信キャリア」という。）各社においては、従来のヘビーユーザー向け

のメガゲーム展開に加えて、「直感ゲームTM」や「タダゲーム」といったライトユーザーの開拓に軸足を置いた新

たなサービスを開始したことで、携帯電話ゲームコンテンツの二極化が進行するとともに、「モバゲータウン」を

はじめとする非公式サイトによる無料ゲームの台頭などにより、携帯電話ゲームユーザーの動向にも大きな変化が

現れております。 

 このような状況の下、当社企業グループは、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、競争力強化に向け

た新しいビジネスモデルやサービスの調査・研究を行う「事業企画部」を新たに設置した他、高機能携帯電話端末

や次世代ネットワークに対応する新たなコンテンツサービス提供に向けて調査研究を行うとともに、認知度向上や

業容拡大を目的とした積極的な広告宣伝活動を展開してまいりました。  

 なお、当社企業グループにおける事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりであります。 

① 国内コンテンツ配信事業 

 国内コンテンツ配信事業におきましては、オンラインゲーム連動型の携帯アプリ『ラグナロクオンライン ＧＡ

ＭＥＳ』をはじめ、京浜急行電鉄株式会社との共同開発による『いづみ事件ファイルⅡ 京急編』、人気Flashアニ

メ「秘密結社 鷹の爪」のアプリゲーム『今日からキミも鷹の爪団』など人気タイトルを投入いたしました。通信

キャリア別では、ＫＤＤＩ株式会社（ａｕ（以下、「ＫＤＤＩ」という。））のＥＺｗｅｂ向け配信ならびにソフ

トバンクモバイル株式会社（以下、「ソフトバンクモバイル」という。）のＹａｈｏｏ！ケータイ向け配信におき

ましては、メニュー改変などによるダウンロード数減少の影響が予想以上に大きく、苦戦を強いられております

が、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（以下、「ＮＴＴドコモ」という。）のｉモード向け配信におきまして

は、効果的な広告投下などにより、公式サイトの課金会員数は160万人を超え、過去最高を更新するとともに、

「Get!!プチアプリ」は、ｉモードにおけるミニゲームサイトランキングにおいて、引き続き１位を堅持しており

ます。さらに、任天堂株式会社の人気家庭用ゲーム機『Ｗｉｉ』の”バーチャルコンソール”向けゲーム配信も開

始いたしました。 

 これらの結果、本事業セグメントの売上高は2,191百万円となり、前年同期比7.5％の増加となりました。 

②  国内受託事業 

 国内受託事業におきましては、ガンホー・モード株式会社（以下、「ガンホー・モード」という。）が運営する

「オンライン遊園地！ガンホーゲームズ」に対し、質の高いＰＣ向けのFlashゲームや３Ｄゲーム、対戦ゲームや

アバターの受託開発を行いました。しかしながら、ガンホー・モードからの受託数が減少していることもあり、株

式会社アコースティック（以下、「アコースティック」という。）による着メロ受託開発なども含め、本事業セグ

メントの売上高は180百万円と、前年同期比で36.4％の減少となりました。 

③  海外事業 

 海外におけるゲームコンテンツ配信は、順調に市場拡大が続くものの、ブランド力の高いコンテンツや３Ｄゲー

ム、ネットワーク機能を重視したコンテンツが人気を博しており、依然として苦戦を強いられております。 

 そのため、海外におけるコンテンツ配信におきましては、採算性の向上を図るため、アウトソースによる配信に

注力しております。 

 この結果、本事業セグメントの売上高は50百万円となり、前年同期比10.2％の減少となりました。 

④  その他の事業 

 その他の事業におきましては、携帯電話のウェブサイトを活用したプロモーション支援事業において、積極的に

大手有名企業への販路を拡大するとともに、継続性のある安定した受注先を獲得することによって、売上は堅調に

推移しております。 



 また、株式会社毎日放送の携帯サイト内において阪神タイガース主催試合をライブやアーカイブにて配信する

「MBS 猛虎亭DX」や株式会社三栄書房と株式会社ナノ・メディアが運営する競艇レースの携帯向け動画サイト「競

艇マクールSP」向けに、アコースティックが開発した携帯電話向けストリーム配信技術「movie４U」の提供を開始

いたしました。 

 この結果、本事業セグメントの売上高は68百万円となり、前年同期比18.1％の増加となりました。 

 これらの結果、当社企業グループの当中間連結会計期間における売上高は2,490百万円となり、前年同期比で

2.2％の増加となりました。 

 一方、損益におきましては、広告宣伝の積極投下や人件費の増加などにより、営業利益は前年同期比77.5％減少

し81百万円となり、ガンホー・モードによる持分法投資損失の増加などにより、経常損失は33百万円（前年同期は

経常利益284百万円）となりました。また、当中間連結会計期間において、投資先の資産性や回収可能性を厳格に

検討し、繰延税金資産の計上ならびに取崩しを実施した結果、法人税等調整額が減少し、当期純利益は51百万円

（前年同期比47.4％減）となりました。 

（2）  キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間において現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・

フローにより98百万円減少、投資活動によるキャッシュ・フローにより311百万円減少、財務活動によるキャッシ 

ュ・フローにより110百万円減少しております。これらの結果、当中間連結会計期間末における資金は4,705百万円

（前年同期末5,214百万円）となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は98百万円（前年同期179百万円の資金獲得）となりました。この主な要因は持分 

法による投資損失132百万円、たな卸資産の減少額105百万円、法人税等の支払額352百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は311百万円（前年同期188百万円の資金使用）となりました。この主な要因は、関

係会社への短期貸付279百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は110百万円（前年同期308百万円の資金使用）となりました。この要因は、配当金

の支払額110百万円であります。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、当期製品製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

当社企業グループは、主に国内コンテンツ配信事業を行っているため、該当事項はありません。 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

績に対する割合は次のとおりであります。 

 なお、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ及びソフトバンクモバイルに対する販売実績は、当社企業グループがＮＴ

Ｔドコモのiモードサービス、ＫＤＤＩのＥＺｗeb及びソフトバンクモバイルのYahoo!ケータイを介して行

う有料情報サービスの利用者（一般ユーザー）に対する情報料の総額であります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

国内コンテンツ配信事業（千円） 457,384 133.1 

国内受託事業（千円） 151,193 65.2 

海外事業（千円） 37,406 89.0 

その他の事業（千円） 27,796 81.4 

合計（千円） 673,782 103.4 

事業の種類別セグメントの名称 
 当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  
  至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

国内コンテンツ配信事業（千円） 2,191,466 107.5 

国内受託事業（千円） 180,451 63.6 

海外事業（千円） 50,245 89.8 

その他の事業（千円） 68,522 118.1 

合計（千円） 2,490,686 102.2 

  相手先 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

  ＮＴＴドコモ 1,205,058 49.5 1,414,758 56.8 

  ＫＤＤＩ 496,626 20.4 473,291 19.0 

  ソフトバンクモバイル 227,886 9.4 185,151 7.4 



３【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社企業グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。  

４【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。 

５【研究開発活動】 

該当事項は、ありません。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

   （注） 提出日現在発行数には、平成19年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法第

280条ノ19第１項の規定に基づく新株引受権の行使を含む）により発行された株式数は含まれておりませ

ん。 

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 250,896 

計 250,896 

種  類 
中間会計期間末現在発行 
数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成19年12月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内  容 

普通株式 117,453 117,453 
ジャスダック 

証券取引所 
― 

計 117,453 117,453 ― ― 



(2）【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19第１項の規定に基づく特別決議による新株予約権 

 （第１回ストックオプション） 

 （平成14年２月７日臨時株主総会決議） 

（注）１ 新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。 

     (１）新株予約権は株式数の全部又は一部につき、行使できる。ただし、新株予約権の権利行使価額の年間の 

        合計額は、350万円を超えないものとする。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数(個) － － 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 495 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 38,334 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年８月７日から 

平成24年２月６日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   38,334 

資本組入額  19,167 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

相続による場合を除き、対

象者は新株予約権につき、

譲渡、質入その他一切の処

分をしてはならない。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



     (２）新株予約権の行使期間終了時までに、下記の事由が生じた場合は、直ちに新株予約権を喪失する。 

      ① 対象者が禁固以上の刑に処せられた場合。 

      ② 対象者が就業規則により懲戒解雇又は諭旨解雇の制裁を受けた場合。 

      ③ 対象者が会社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合。 

      ④ 対象者が当会社以外の当会社の定款に記載されている業務を目的とする会社の役職員に就任した場合。 

       (当会社の書面による承諾を事前に得た場合を除く) 

      ⑤ 対象者が破産の申立てを受けた場合もしくは自らこれを申立てた場合、又は、対象者が差押、仮差押、 

        保全差押、仮処分の申立てもしくは滞納処分を受けた場合。 

      ⑥ 対象者が会社に対し著しい背信行為その他本契約の規程に違反した場合。 

     (３）対象者が死亡した場合、対象者の相続人は新株予約権を行使することができる。ただし、対象者が会社所

        定の書面により、会社に対し相続人による権利行使を希望しない場合は、この限りではない。 

２ 会社が株式分割又は株式併合を行う場合、各対象者により付与される新株予約権の目的たる株式の数は次の

算式により調整するものとする。また、１株未満の株式が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 

ただし、本項による調整は、当該株式分割又は株式併合の時点で対象者が新株予約権を行使していない目的

たる株式の数においてのみ行われるものとする。 

３ 会社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。 

４ 平成14年６月24日付をもって、１株を２株に、平成16年５月20日付をもって１株を３株に分割したことに伴

い、株式の数並びに新株予約権の行使時の払込金額が調整されております。 

５ 権利行使についての条件及び上記のほかの条件等については、当社と付与対象者との間で締結する「第１回

ストックオプション付与契約書」に定めるものとする。 

② 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権 

 （第２回ストックオプション） 

 （平成15年６月27日定時株主総会決議） 

（注）１ 新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。 

        （１）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の取締役、

              監査役又は従業員いずれかの地位を保有していること、あるいは、当社との顧問契約を締結している場合

        に限る。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

    （２）新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

  調整後の株式数 ＝ 調整前の株式数 × 分割・併合の比率  

 
調整後の発行価額 ＝ 調整前の発行価額 ×

１  

  分割・併合の比率  

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数(個) 117  同左  

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 351 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 107,805 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年12月27日から 

平成25年６月27日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   107,805 

資本組入額   53,903 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡する場合

は、取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



        （３）その他の条件は、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する 

              「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が会社分割を行う場合、並び

に、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と

認める株式数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の

端数は切り上げる。 

４ 当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合（「商法等の一部を改正する

法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の

行使の場合を除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端

数は、これを切り上げる。 

   

            上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控 

      除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たりの払込 

      金額」を「１株当たりの処分金額」と読み替えるものとする。 

            さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場  

      合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、   

           当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

５ 平成16年５月20日付をもって１株を３株に分割したことに伴い、株式の数並びに新株予約権の行使時の払込

金額が調整されております。 

６ 当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約

権を無償で取得することができる。 

７ 権利行使についての条件及び上記のほかの条件等については、当社と付与対象者との間で締結する「第２回

ストックオプション割当契約書」に定めるものとする。 

  調整後の株式数 ＝ 調整前の株式数 × 分割・併合の比率  

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

１  

  分割・併合の比率  

    

調整後払込金額 

  

＝

  

調整前払込金額 

  

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

新規発行前の株価 

  既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



 ③ 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権 

 （第３回ストックオプション） 

 （平成17年６月28日定時株主総会決議） 

（注）１ 新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。 

        （１）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の取締役、

              監査役、従業員、当社の協力取引先及び当社の協力取引先の代表者いずれかの地位を保有していること、

        あるいは、当社との顧問契約を締結している場合に限る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他

        取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

    （２）新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

        （３）その他の条件は、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する 

              「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が会社分割を行う場合、並び

に、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と

認める株式数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

４ 当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合（「商法等の一部を改正する

法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の

行使の場合を除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端

数は、これを切り上げる。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数(個) 3,514 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,514 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 173,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月29日から 

平成27年６月28日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   173,000 

資本組入額   86,500 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡する場合

は、取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率  

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

１  

  分割・併合の比率  

    

調整後払込金額 

  

＝

  

調整前払込金額 

  

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

新規発行前の株価 

  既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



           上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除

            した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たりの払込金 

            額」を「１株当たりの処分金額」と読み替えるものとする。 

             さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、

            並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必

      要と認める払込金額の調整を行う。 

５ 当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約

権を無償で取得することができる。 

６ 権利行使についての条件及び上記のほかの条件等については、当社と付与対象者との間で締結する「第３回

ストックオプション割当契約書」に定めるものとする。 

 ④ 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権 

 （第４回ストックオプション） 

 （平成17年６月28日定時株主総会決議） 

（注）１ 新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。 

        （１）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の取締役、

              監査役、従業員、当社の協力取引先及び当社の協力取引先の代表者いずれかの地位を保有していること、

        あるいは、当社との顧問契約を締結している場合に限る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他

        取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

    （２）新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

        （３）その他の条件は、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する 

             「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が会社分割を行う場合、並び

に、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と

認める株式数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数(個) 3,806 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 3,806 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 171,036 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月29日から 

平成27年６月28日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   171,036 

資本組入額   85,518 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡する場合

は、取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率  

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

１  

  分割・併合の比率  



４ 当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合（「商法等の一部を改正する

法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の

行使の場合を除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端

数は、これを切り上げる。 

   

             上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除

            した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たりの払込金 

            額」を「１株当たりの処分金額」と読み替えるものとする。 

             さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、

            並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必

      要と認める払込金額の調整を行う。 

５ 当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約

権を無償で取得することができる。 

６ 権利行使についての条件及び上記のほかの条件等については、当社と付与対象者との間で締結する「第４回

ストックオプション割当契約書」に定めるものとする。 

 ⑤ 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権 

 （第５回ストックオプション） 

 （平成17年６月28日定時株主総会決議） 

（注）１ 新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。 

        （１）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の取締役、

              監査役、従業員、当社の協力取引先及び当社の協力取引先の代表者いずれかの地位を保有していること、

        あるいは、当社との顧問契約を締結している場合に限る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他

              取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

    （２）新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

        （３）その他の条件は、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する 

             「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

    

調整後払込金額 

  

＝

  

調整前払込金額 

  

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

新規発行前の株価 

  既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数(個) 300 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 300 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 174,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月29日から 

平成27年６月28日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   174,000 

資本組入額   87,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡する場合

は、取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が会社分割を行う場合、並び

に、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と

認める株式数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

４ 当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合（「商法等の一部を改正する

法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の

行使の場合を除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端

数は、これを切り上げる。 

   

             上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除

            した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たりの払込金 

            額」を「１株当たりの処分金額」と読み替えるものとする。 

             さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、

            並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必

      要と認める払込金額の調整を行う。 

５ 当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約

権を無償で取得することができる。 

６ 権利行使についての条件及び上記のほかの条件等については、当社と付与対象者との間で締結する「第５回

ストックオプション割当契約書」に定めるものとする。 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率  

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

１  

  分割・併合の比率  

    

調整後払込金額 

  

＝

  

調整前払込金額 

  

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

新規発行前の株価 

  既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



 ⑥ 旧商法第280条ノ20の規定に基づく新株予約権 

 （第６回新株予約権（第三者割当）） 

 （平成17年９月29日臨時取締役会決議） 

（注）１ 新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。 

            各本新株予約権の一部行使はできないこととする。 

２（１）当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により割当株式数を調整するものとする。 

      （２）前号の調整は本新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない本新株予約権にかかる割当株式数に

        ついてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

      （３）調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる第３項第(２)号及び第(４)号による行使価額の調

        整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 

      （４）割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨及びその事由、調整前割当株式

        数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権

        者に通知する。ただし、第３項の第(２)号②ただし書に示される株式分割の場合その他適用の日の前日

        までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を

処分する場合は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整する。 

      （１）当社は、本新株予約権の発行後、本項第(２)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる

        場合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

      （２）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次

        に定めるところによる。 

            ① 本項第(３)号②に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって普通株式を新たに発行又は当

          社の有する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換で 

          きる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含 

          む。）及び平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（同改正前商法第 

          341条ノ８の規定に基づく新株引受権付社債に付されたものを含む。）の転換又は行使による場合 

           を除く。）調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合 

          はその日の翌日以降これを適用する。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数(個) 868 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 86,800 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 240,000 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年10月26日から 

平成20年10月24日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格    250,000 

資本組入額   125,000 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡する場合

は、取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

  調整後割当株式数 ＝ 調整前割当株式数 × 分割・併合の比率  

 
  

  

調整後行使価額 

  

  

＝ 

  

  

調整前行使価額 

  

  

×

  

既発行株式数

  

＋

新発行・処分

株式数 
× 

１株当たりの 

発行・処分価額 

時価 

  既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 



          ② 株式分割により普通株式を発行する場合 

           調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能 

                   利益の資本組入れについて株主総会の決議がなされることを条件として株式分割により普通株式を 

                   発行することを取締役会で決議し、かつ資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株 

                   式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該配当可能利益の資本組入れ 

                   の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。 

           なお、上記ただし書の場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の 

                   資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使請求をなした者に対しては、次の算出方法 

                   により、当社普通株式を交付する。この場合、株券の交付については第５項の規定を準用する。 

            この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

           ③ 本項第(３)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券もしくは転換で 

          きる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場 

          合、調整後の行使価額は、新たに発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全て 

          が発行当初の転換価額で転換され又は発行当初の行使価額で行使されたものとみなして行使価額調 

                   整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予約権が無償にて発行される場合は発行日）の 

                   翌日以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌 

                   日以降これを適用する。 

      （３）① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

        ② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(２)号②ただ 

          し書の場合は株主割当日）に先立つ45取引日に始まる30取引日（終値のない日数を除く。）の株式 

          会社ジャスダック証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。） 

          の平均値とする。この場合、平均値の計算は円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨 

          てる。 

                ③ 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日が 

                   ない場合は、調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数か 

          ら、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、本項第(２)号②の場 

          合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、株主割当日における当社の有する当社 

                   普通株式に割り当てられる当社普通株式を含まないものとする。 

      （４）当社は、本新株予約権の発行後、株式の併合を行う場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整

                する。当該調整の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を切り捨てる。 

      （５）本項第(１)号乃至第(４)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、その旨並びにその事由、調整

        前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、各事項の確定後直ちに書面に

        より新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。ただし、本項第(２)号②ただし書に示さ

        れる株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以

        降すみやかにこれを行う。 

     ４ 会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件 

          （１）当社は、本新株予約権の発行日の翌日以降いつでも、各新株予約権者との合意によりその保有する本新

        株予約権を取得し、これを消却することができる。 

      （２）当社は、本新株予約権の発行日の翌日以降、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社と締

        結した2005年７月21日付業務・資本提携契約に基づく業務・資本提携関係が解消された場合には、当社

        取締役会で定める取得日に先立つ１ヶ月以上前に、新株予約権証券を当該取得日までに当社に提出すべ

        き旨を公告し、かつ新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に対して通知を行った上で、当該取得

        日に、本新株予約権１個あたり100万円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができる。 

        ５ 株券の交付方法 

            当社は、行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。 

６ 権利行使についての条件及び上記のほかの条件等については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予

約権付与契約」に定めるものとする。 

    

株式数 

  

＝ 

（調整前行使価額 － 調整後行使価額） × 
 調整前行使価額により 

当該期間内に交付された株式数 
 

  調整後行使価額  

 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

１  

  併合の比率  



 ⑦ 旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権 

 （第７回ストックオプション） 

 （平成17年６月28日定時株主総会決議） 

（注）１ 新株予約権の行使条件に関する事項は次のとおりであります。 

        （１）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の取締役、

              監査役、従業員、当社の協力取引先及び当社の協力取引先の代表者いずれかの地位を保有していること、

        あるいは、当社との顧問契約を締結している場合に限る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他

              取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

    （２）新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

        （３）その他の条件は、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する 

             「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

   また、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が会社分割を行う場合、並び

に、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必要と

認める株式数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の

端数は切り上げる。 

  
中間会計期間末現在 
（平成19年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成19年11月30日） 

新株予約権の数(個) 700 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) － －  

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 700 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 195,483 同左 

新株予約権の行使期間 
平成19年６月29日から 

平成27年６月28日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額(円) 

発行価格   195,483 

資本組入額   97,742 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡する場合

は、取締役会の承認を要す

る。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 

  調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率  

 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×

１  

  分割・併合の比率  



４ 当社が時価を下回る価額で、新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合（「商法等の一部を改正する

法律」（平成13年法律第128号）施行前の商法に基づき付与されたストックオプションによる新株引受権の

行使の場合を除く。）は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端

数は、これを切り上げる。 

   

             上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除

            した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たりの払込金 

            額」を「１株当たりの処分金額」と読み替えるものとする。 

             さらに、当社が他社と合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は、当社が会社分割を行う場合、

            並びに、当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行い本件新株予約権が承継される場合、当社は必

      要と認める払込金額の調整を行う。 

５ 当社は、新株予約権者又はその相続人が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約

権を無償で取得することができる。 

６ 権利行使についての条件及び上記のほかの条件等については、当社と付与対象者との間で締結する「第７回

ストックオプション割当契約書」に定めるものとする。 

    

調整後払込金額 

  

＝

  

調整前払込金額 

  

×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数 × １株当たりの払込金額

新規発行前の株価 

  既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数 



(3）【ライツプランの内容】 

     該当事項はありません。 



(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

(5）【大株主の状況】 

 (注）黒坂 勉氏から当期中に大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日 平成19年9月10日）、次のとおり株式

を所有している旨報告を受けておりますが、当中間会計期間末時点における当該名義の実質所有株式数の確認が

できませんでした。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

 発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金 
増減額 
（千円） 

資本準備金
残高 

（千円）  

平成19年４月１日～ 

平成19年９月30日 
－ 117,453 － 3,320,723 － 2,978,396 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％） 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント

株式会社 

東京都千代田区有楽町1丁目2-2 

 東宝日比谷ビル15階 
22,467 19.13 

日本証券金融株式会社 
東京都中央区日本橋茅場町1丁目

2-10 
12,778 10.88 

宮路 武 東京都港区 9,146 7.79 

黒坂 勉 埼玉県川口市 7,126 6.07 

株式会社角川グループホールディングス 東京都千代田区富士見2丁目13-3 4,980 4.24 

株式会社ジー・モード 
 東京都渋谷区代々木3丁目22-7 

 新宿文化クイントビル9階 
4,270 3.64 

株式会社ＣＳＫホールディングス  東京都港区南青山2丁目26-1  2,220 1.89 

石原 義彦 東京都世田谷区 2,000    1.70 

MELLON BANK ABN AMRO GLOBAL CUSTODY N.V. 

  

 （常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

ONE BOSTON PLACE BOSTON, 

MA 02108 

(東京都中央区日本橋3丁目11－1) 

1,358 1.15 

株式会社ドコモ・ドットコム 
 東京都千代田区永田町2丁目11-1 

 山王パークタワー10階 
1,200 1.02 

計 ― 67,545 57.51 

氏名 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合(%) 

  黒坂 勉  埼玉県川口市  22,119 18.83 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の失念株式が58株（議決権の数58個）

含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所における株価であります。 

３【役員の状況】 

   前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

 （１）退任役員 

 （注）会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式    4,270 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式  113,183 113,183 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 117,453 ― ― 

総株主の議決権 ― 113,183 ― 

  平成19年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有 
株式数（株） 

他人名義所有 
株式数（株） 

所有株式数の 
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

株式会社 

ジー・モード 

東京都渋谷区代々木 

3丁目22番7号 

新宿文化クイントビル9階 

4,270 ― 4,270 3.64 

計 ― 4,270 ― 4,270 3.64 

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高(円) 108,000 103,000 101,000 94,900 105,000 104,000 

低(円) 95,000 77,000 85,100 88,600 81,200 83,000 

役名 職名 氏名 退任年月日 

監査役 常勤 鈴木 俊介  平成19年８月31日 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間財務諸表に

ついて、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から

平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）

の中間財務諸表について、監査法人トーマツによる中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金     5,217,647 4,910,587   5,430,427 

２．受取手形及び売掛
金 

    1,408,965 1,277,864   1,334,814 

３．たな卸資産     306,735 270,755   376,222 

４．短期貸付金     － 445,500   166,500 

５．その他     334,207 124,481   188,695 

貸倒引当金     △6,497 △7,088   △7,292 

流動資産合計     7,261,058 88.2 7,022,100 90.1   7,489,367 90.1

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１         

(1）建物   54,924   55,214 59,815   

(2）工具器具備品   89,755 144,680 1.7 72,362 127,576 1.6 79,840 139,655 1.7

２．無形固定資産           

(1）のれん   267,751   83,451 88,667   

(2）その他   52,027 319,779 3.9 45,820 129,272 1.7 46,377 135,044 1.6

３．投資その他の資産     507,306 6.2 512,255 6.6   548,331 6.6

固定資産合計     971,765 11.8 769,103 9.9   823,031 9.9

資産合計     8,232,824 100.0 7,791,204 100.0   8,312,399 100.0

            

 



   
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金     211,014 231,626   247,189 

２．未払金     218,084 216,113   212,989 

３．未払法人税等     220,386 33,212   349,485 

４．その他     122,869 94,339   226,445 

流動負債合計     772,355 9.4 575,292 7.4   1,036,109 12.5

負債合計     772,355 9.4 575,292 7.4   1,036,109 12.5

            

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１. 資本金     3,318,876 40.3 3,320,723 42.6   3,320,723 40.0

２. 資本剰余金     2,976,549 36.2 2,978,396 38.2   2,978,396 35.8

３. 利益剰余金     860,202 10.4 610,831 7.8   672,042 8.1

４. 自己株式     △571,429 △6.9 △571,429 △7.2   △571,429 △6.9

 株主資本合計     6,584,198 80.0 6,338,521 81.4   6,399,732 77.0

Ⅱ 評価・換算差額等           

１. その他有価証券 
 評価差額金 

    △443 △0.0 112 0.0   － －

 評価・換算差額等 
 合計 

    △443 △0.0 112 0.0   － －

Ⅲ 新株予約権     868,000 10.5 868,000 11.1   868,000 10.4

Ⅳ 少数株主持分     8,713 0.1 9,278 0.1   8,556 0.1

純資産合計     7,460,468 90.6 7,215,911 92.6   7,276,289 87.5

負債純資産合計     8,232,824 100.0 7,791,204 100.0   8,312,399 100.0

            



②【中間連結損益計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     2,436,164 100.0 2,490,686 100.0   5,011,993 100.0

Ⅱ 売上原価     1,318,185 54.1 1,456,229 58.5   2,712,259 54.1

売上総利益     1,117,978 45.9 1,034,457 41.5   2,299,733 45.9

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※１   754,227 31.0 952,602 38.2   1,557,003 31.1

営業利益     363,751 14.9 81,854 3.3   742,729 14.8

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息   1,115   13,797 11,196   

２．受取配当金   2   － 2   

３．為替差益   962   86 1,447   

４．還付加算金   1,282   － －   

５．未払配当金除斥益   656   1,310 －   

６．その他   149 4,168 0.2 1,899 17,093 0.7 2,160 14,807 0.3

Ⅴ 営業外費用           

１．持分法による投資
損失 

  81,509   132,239 222,925   

２．その他   1,844 83,354 3.4 609 132,848 5.4 1,789 224,714 4.5

経常利益又は経常損
失(△) 

    284,565 11.7 △33,900 △1.4   532,822 10.6

Ⅵ 特別利益           

１．投資有価証券売却
益 

  － － － 28,805 28,805 1.2 － － －

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ 6,637   － 14,388   

２．減損損失 ※３ 2,796   － 167,006   

３．投資有価証券評価
損 

  31,254 40,689 1.7 12,715 12,715 0.5 201,767 383,161 7.6

税金等調整前中間 
(当期)純利益又は税
金等調整前中間純損
失(△) 

    243,876 10.0 △17,810 △0.7   149,661 3.0

法人税、住民税及び
事業税 

  210,402   25,924 382,363   

法人税等調整額   △63,527 146,875 6.0 △96,427 △70,503 △2.8 △141,386 240,976 4.8

少数株主利益又は少
数株主損失(△) 

    △1,806 △0.1 721 0.0   △1,963 △0.0

中間純利益又は当期
純損失（△) 

    98,808 4.1 51,972 2.1   △89,351 △1.8

            



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高    
（千円） 

3,318,715 2,976,387 876,532 △376,079 6,795,555

中間連結会計期間中の変動額           

新株の発行 161 161     323

剰余金の配当（注）     △115,138   △115,138

中間純利益     98,808   98,808

自己株式の取得       △195,350 △195,350

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

         

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

161 161 △16,329 △195,350 △211,357

平成18年９月30日 残高     
（千円） 

3,318,876 2,976,549 860,202 △571,429 6,584,198

  評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高  
           （千円） 

419 419 868,000 10,520 7,674,495

中間連結会計期間中の変動額       

新株の発行         323

剰余金の配当（注）         △115,138

中間純利益         98,808

自己株式の取得         △195,350

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△863 △863 － △1,806 △2,669

中間連結会計期間中の変動額合計 
           （千円） 

△863 △863 － △1,806 △214,027

平成18年９月30日 残高 
（千円） 

△443 △443 868,000 8,713 7,460,468



 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日 残高    
（千円） 

3,320,723 2,978,396 672,042 △571,429 6,399,732

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当     △113,183   △113,183

中間純利益     51,972   51,972

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

         

中間連結会計期間中の変動額合計 
（千円） 

－ － △61,210 － △61,210

平成19年９月30日 残高     
（千円） 

3,320,723 2,978,396 610,831 △571,429 6,338,521

  評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日 残高  
           （千円） 

－ － 868,000 8,556 7,276,289

中間連結会計期間中の変動額       

剰余金の配当         △113,183

中間純利益         51,972

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

112 112 － 721 833

中間連結会計期間中の変動額合計 
           （千円） 

112 112 － 721 △60,377

平成19年９月30日 残高 
（千円） 

112 112 868,000 9,278 7,215,911



 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

   株主資本 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高    
（千円） 

3,318,715 2,976,387 876,532 △376,079 6,795,555

連結会計年度中の変動額           

新株の発行 2,008 2,008     4,017

剰余金の配当（注）     △115,138   △115,138

当期純損失     △89,351   △89,351

自己株式の取得       △195,350 △195,350

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

         

連結会計年度中の変動額合計 
（千円） 

2,008 2,008 △204,489 △195,350 △395,823

平成19年３月31日 残高     
（千円） 

3,320,723 2,978,396 672,042 △571,429 6,399,732

  評価・換算差額等 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日 残高  
           （千円） 

419 419 868,000 10,520 7,674,495

連結会計年度中の変動額       

新株の発行         4,017

剰余金の配当（注）         △115,138

当期純損失         △89,351

自己株式の取得         △195,350

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△419 △419 － △1,963 △2,383

連結会計年度中の変動額合計 
           （千円） 

△419 △419 － △1,963 △398,206

平成19年３月31日 残高 
（千円） 

－ － 868,000 8,556 7,276,289



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ 
・フロー 

 

税金等調整前中間（当期）純利益
又は税金等調整前中間純損失(△) 

  243,876 △17,810 149,661

減価償却費   26,656 28,767 56,305

減損損失   2,796 － 167,006

のれん償却額   14,875 5,215 29,750

貸倒引当金の増加額（△減少額）   △292 △204 503

受取利息及び受取配当金   △1,117 △13,797 △11,198

為替差益   △335 △120 △490

 持分法による投資損失   81,509 132,239 222,925

  持分法適用会社への未実現利益 
  調整額 

  37,415 883 62,842

 投資有価証券売却益   － △28,805 －

 固定資産除却損   6,637 － 14,388

投資有価証券評価損   31,254 12,715 201,767

売上債権の減少額（△増加額）   △349,339 56,949 △275,269

 たな卸資産の減少額（△増加額）   △94,277 105,466 △163,764

 仕入債務の増加額（△減少額）   7,250 △15,562 43,505

 未払金の増加額   46,826 17,564 61,200

 その他   81,483 △40,385 193,536

小計   135,220 243,117 752,669

 利息及び配当金の受取額   490 9,718 9,965

 法人税等の還付額   50,905 1,256 50,905

 法人税等の支払額   △7,204 △352,842 △62,623

営業活動によるキャッシュ 
・フロー 

  179,412 △98,750 750,917

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ 
・フロー 

 

定期預金の預入による支出   △500 △600 △201,100

有形固定資産の取得による支出   △15,723 △26,709 △46,558

無形固定資産の取得による支出   △24,715 △5,323 △39,659

投資有価証券の取得による支出   － － △11,025

投資有価証券の売却による収入   468 － 468

関係会社株式の取得による支出   － － △270,000

  関係会社貸付けによる支出   △148,500 △279,000 △436,500

  関係会社貸付金の回収による収入   － － 270,000

その他   417 380 △16,663

投資活動によるキャッシュ 
・フロー 

  △188,552 △311,252 △751,039

 



   
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ 
・フロー 

 

株式の発行による収入   321 － 4,005

自己株式の取得による支出   △196,792 － △196,792

配当金の支払額   △111,825 △110,557 △112,504

財務活動によるキャッシュ 
・フロー 

  △308,296 △110,557 △305,291

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

  335 120 490

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △317,101 △520,440 △304,921

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   5,531,338 5,226,416 5,531,338

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末
（期末）残高 

※１ 5,214,236 4,705,975 5,226,416

   



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社の数  ２社 

    連結子会社の名称 

   株式会社モバイル・リサーチ 

   株式会社アコースティック 

(1)           同 左 (1)           同 左 

２. 持分法の適用に関する

事項 

(1）持分法適用の関連会社の数 １社

    会社の名称 

    ガンホー・モード株式会社  

(2）持分法適用会社の中間決算日が 

  中間連結決算日と異なります  

  が、中間連結財務諸表の作成に 

  つきましては、中間連結決算日 

  で実施した持分法適用会社の仮 

  決算に基づく財務諸表を使用し 

  ております。 

(1)           同 左  

  

  

  

(2)           同 左  

(1)           同 左  

  

  

  

(2）持分法適用会社の決算日が連結 

    決算日と異なりますが、連結財 

    務諸表の作成につきましては、 

  連結決算日で実施した持分法適 

  用会社の仮決算に基づく財務諸 

  表を使用しております。 

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。 

同 左 連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価 

方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評価 

方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評価 

方法 

  ① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

① 有価証券 

その他有価証券 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法に 

よっております。  

時価のないもの 

同 左 

時価のないもの 

同 左 

  ② たな卸資産 

製品・仕掛品 

     個別法による原価法によっ 

      ております。 

貯蔵品 

     総平均法による原価法によ 

      っております。 

② たな卸資産 

仕掛品 

同 左 

  

貯蔵品 

同 左 

② たな卸資産 

製品・仕掛品 

同 左 

  

貯蔵品 

同 左  

  (2）重要な減価償却資産の減価償却 

の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却 

の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却 

  の方法 

  ① 有形固定資産 

 定率法（ただし、工具器具 

備品のうち、パソコン及びサ 

ーバーについては定額法）に 

よっております。 

 なお、主な耐用年数は以下 

のとおりであります。 

建物     ３～18年 

工具器具備品 ３～20年  

① 有形固定資産 

同 左 

① 有形固定資産 

同 左 

  ② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウ 

ェアについては、社内におけ 

る利用可能期間(３～５年)に 

基づいております。  

② 無形固定資産 

同 左  

② 無形固定資産 

同 左 

 



項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に 

 備えるため、一般債権につい 

 ては貸倒実績率による計算額 

 を、貸倒懸念債権等特定の債 

 権については個別に回収可能 

 性を勘案し、回収不能見込額 

 を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同 左 

  

  

  

  

  

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同 左 

  

  

  

  

  

  

  (4) 重要な外貨建の資産又は負債の 

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間 

連結決算日の直物為替相場によ 

り円貨に換算し、換算差額は損 

益として処理しております。  

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の 

本邦通貨への換算基準 

同 左  

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の 

本邦通貨への換算基準  

外貨建金銭債権債務は、連結 

決算日の直物為替相場により円 

貨に換算し、換算差額は損益と 

して処理しております。  

  (5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に 

移転すると認められるもの以外 

のファイナンス・リース取引に 

ついては、通常の賃貸借取引に 

係る方法に準じた会計処理によ 

っております。  

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同 左  

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同 左 

  (6) その他中間連結財務諸表作成の 

ための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しておりま 

す。 

(6) その他中間連結財務諸表作成の 

ための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同 左 

(6) その他連結財務諸表作成のため 

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理  

同 左 

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キ

ャッシュ・フロー計算

書）における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能 

な預金及び容易に換金可能であ 

り、かつ、価値の変動について 

僅少なリスクしか負わない取得 

日から３ヶ月以内に償還期限の 

到来する短期投資からなってお 

ります。  

同 左 同 左 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  ――――――   ―――――― （繰延資産の会計処理に関する当面の

  取扱い） 

 当連結会計年度より、「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」(企 

業会計基準委員会 平成18年８月11日

実務対応報告第19号)を適用しており 

ます。これによる損益に与える影響は

ありません。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関 

 する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借対 

照表の純資産の部の表示に関する会計 

基準」（企業会計基準第５号 平成17 

年12月９日）及び「貸借対照表の純資 

産の部の表示に関する会計基準等の適 

用指針」（企業会計基準適用指針第８ 

号 平成17年12月９日）を適用してお 

ります。 

  従来の資本の部の合計に相当する金 

額は6,583,755千円であります。 

 なお、当中間連結会計期間における 

中間連結貸借対照表の純資産の部につ 

いては、中間連結財務諸表規則の改正 

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規 

則により作成しております。 

  ―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

 する会計基準）  

 当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は6,399,732千円であります。 

 なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。 

   ―――――― 

  

（固定資産の減価償却の方法の変更) 

  当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当中間連結会計期間よ 

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

 これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

   ―――――― 

  



表示方法の変更 

追加情報  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

   (中間連結貸借対照表) 

    前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」と 

  して掲記されていたものは、当中間連結会計期間から 

  「のれん」として表示しております。 

  

  

  

   (中間連結損益計算書) 

    前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました 

  「新株発行費」（当中間連結会計期間は１千円）は、 

  営業外費用の100分10以下となったため、営業外費用の

  「その他」に含めて表示することとしました。 

  (中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

 １． 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償 

   却額」として掲記されていたものは、当中間連結会 

   計期間から「のれん償却額」として表示しておりま 

   す。 

 ２． 営業活動によるキャッシュ・フローの「新株発行 

   費」は、当中間連結会計期間において金額的重要性 

   が乏しくなったため「その他」に含めております。 

    なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれ 

   ている「新株発行費」は１千円であります。 

   (中間連結貸借対照表) 

 「短期貸付金」は、前中間連結会計期間末は、流動 

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当 

中間連結会計期間末において資産の総額の100分の５を

超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間末の「短期貸付金」の金 

額は、148,500千円であります。 

―――――― 

   

  

  

  

―――――― 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 ―――――― （固定資産の減価償却の方法の変更) 

 当社及び連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方

法の適用により取得価額の５％に到達

した連結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却 

し、減価償却費に含めて計上しており

ます。 

  これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

  ―――――― 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係）  

（中間連結損益計算書関係）  

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

144,097千円      155,715千円        134,670千円 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主 

  要な費目及び金額は次のとおりで 

  あります。 

広告宣伝費 94,154千円 

役員報酬  69,218 

給与手当 103,657 

支払手数料  69,056 

キャリア手数料 210,385 

貸倒引当金繰入額 6,308 

※１．販売費及び一般管理費のうち主 

  要な費目及び金額は次のとおりで 

  あります。 

広告宣伝費 264,515千円

役員報酬  89,625 

給与手当 106,904 

支払手数料  71,455 

キャリア手数料 214,063 

貸倒引当金繰入額 6,796 

※１．販売費及び一般管理費のうち主 

  要な費目及び金額は次のとおりで 

  あります。 

広告宣伝費 196,489千円

役員報酬  141,638 

給与手当 204,102 

支払手数料  123,664 

キャリア手数料 436,701 

貸倒引当金繰入額 7,103 

※２．固定資産除却損の内訳は、次の 

  とおりであります。 

工具器具備品 2,069千円 

ソフトウエア 4,475千円 

商標権 91千円 

 計 6,637千円 

※２．    ――――――  ※２．固定資産除却損の内訳は、次の 

  とおりであります。 

建物 6,034千円

工具器具備品 3,786千円

ソフトウエア 4,475千円

商標権 91千円

 計 14,388千円

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※３．    ――――――   ※３．    ――――――   ※３．減損損失 

 当社企業グループは、当連結会 

計年度おいて以下のとおり減損損 

失を計上しました。 

（１）減損損失を認識した主な資産 

（２）減損損失の認識に至った経緯 

 当初予定していた収益が見込め 

なくなったことにより減損損失を 

認識しております。 

 なお、のれんについては、出資 

先子会社の業績等を鑑み、投資資 

金回収期間が長期に亘る見通しか 

ら減損損失を認識しております。 

（３）減損損失の金額 

（４）資産のグルーピングの方法 

 当社企業グループは減損会計の 

適用にあたり、事業単位を基準と 

した管理会計上の区分にしたがっ 

て資産のグルーピングを行ってお 

ります。 

（５）回収可能価額の算定方法 

 当社企業グループの回収可能価 

額は、正味売却可能価額及び使用 

価値を採用しております。また、 

正味売却可能価額については処分 

価額により算定しており、使用価 

値については将来のキャッシュ・ 

フローを2.3％で割り引いて算定 

しております。 

用 途 種 類 場 所 

遊休資産 
工具器具 

備品  

東京都 

渋谷区 

 その他  のれん  ―  

  工具器具備品  2,796千円 

  のれん 164,209千円 

   合計  167,006千円 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加３株は、新株予約権の行使に伴う新株の発行による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,000株は、自己株式の市場買付けによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．ストックオプションとしての新株予約権であります。 

２．権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３．平成15年新株予約権第２回の減少は、新株予約権の行使及び消却によるものであります。 

４．平成17年新株予約権第３回の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

 ３．配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式 （注）１ 117,408 3 － 117,411 

合計 117,408 3 － 117,411 

 自己株式         

   普通株式 （注）２ 2,270 2,000 － 4,270 

合計 2,270 2,000 － 4,270 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる株 

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結会

計期間末残高 

  （千円） 

前連結会計年 

度末  

当中間連結会

計期間増加  

当中間連結会 

計期間減少  

当中間連結会 

計期間末  

 提出会社 

 (親会社) 

 平成14年新株予約権第１回  

（注）１ 
  普通株式 597 － － 597 － 

 平成15年新株予約権第２回 

（注）１,３ 
  普通株式 417 － 9 408 － 

 平成17年新株予約権第３回 

（注）１,２,４ 
  普通株式 4,118 － 102 4,016 － 

 平成17年新株予約権第４回 

（注）１,２ 
  普通株式 3,806 － － 3,806 － 

 平成17年新株予約権第５回 

（注）１,２ 
  普通株式 300 － － 300 － 

 平成17年新株予約権第６回   普通株式 86,800 － － 86,800 868,000 

 平成17年新株予約権第７回 

（注）１,２ 
  普通株式 700 － － 700 － 

 合計  － 96,738 － 111 96,627 868,000 

  （決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

  平成18年6月27日 

  定時株主総会 
普通株式 115,138 1,000  平成18年3月31日  平成18年6月27日



 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．ストックオプションとしての新株予約権であります。 

２．平成14年新株予約権第１回の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

３．平成15年新株予約権第２回の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

４．平成17年新株予約権第３回の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

 ３．配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間

末株式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式  117,453 － － 117,453 

合計 117,453 － － 117,453 

 自己株式         

   普通株式  4,270 － － 4,270 

合計 4,270 － － 4,270 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる株 

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結会 

計期間末残高 

 （千円） 

前連結会計年 

度末  

当中間連結会

計期間増加  

当中間連結会

計期間減少  

当中間連結会 

計期間末  

 提出会社 

 (親会社) 

 平成14年新株予約権第１回  

（注）１,２ 
  普通株式 585 － 90 495 － 

 平成15年新株予約権第２回 

（注）１,３ 
  普通株式 378 － 27 351 － 

 平成17年新株予約権第３回 

（注）１,４ 
  普通株式 3,702 － 188 3,514 － 

 平成17年新株予約権第４回 

（注）１ 
  普通株式 3,806 － － 3,806 － 

 平成17年新株予約権第５回 

（注）１ 
  普通株式 300 － － 300 － 

平成17年新株予約権第６回   普通株式 86,800 － － 86,800 868,000 

平成17年新株予約権第７回 

(注）１ 
  普通株式 700 － － 700 － 

 合計  － 96,271 － 305 95,966 868,000 

  （決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

  平成19年５月10日 

  取締役会 
普通株式 113,183 1,000 平成19年３月31日 平成19年６月11日



 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加45株は、新株予約権の行使に伴う新株の発行による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,000株は、自己株式の市場買付けによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）１．ストックオプションとしての新株予約権であります。 

２．権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３．平成14年新株予約権第１回の減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

４．平成15年新株予約権第２回の減少は、新株予約権の行使及び消却によるものであります。 

５．平成17年新株予約権第３回の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当連結会計年度増加

株式数（株） 

当連結会計年度減少

株式数（株） 

当連結会計年度末 

株式数（株） 

 発行済株式        

   普通株式 （注）１ 117,408 45 － 117,453 

合計 117,408 45 － 117,453 

 自己株式         

   普通株式 （注）２ 2,270 2,000 － 4,270 

合計 2,270 2,000 － 4,270 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の 

目的となる株 

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計年 

度末残高 

 （千円） 

前連結会計年 

度末  

当連結会計年

度増加  

当連結会計年 

度減少  

当連結会計年 

度末  

 提出会社 

 (親会社) 

 平成14年新株予約権第１回  

（注）１,３ 
  普通株式 597 － 12 585 － 

 平成15年新株予約権第２回 

（注）１,４ 
  普通株式 417 － 39 378 － 

 平成17年新株予約権第３回 

（注）１,２,５ 
  普通株式 4,118 － 416 3,702 － 

 平成17年新株予約権第４回 

（注）１,２ 
  普通株式 3,806 － － 3,806 － 

 平成17年新株予約権第５回 

（注）１,２ 
  普通株式 300 － － 300 － 

 平成17年新株予約権第６回   普通株式 86,800 － － 86,800 868,000 

 平成17年新株予約権第７回 

（注）１,２ 
  普通株式 700 － － 700 － 

 合計  － 96,738 － 467 96,271 868,000 



 ３．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

  （決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

  平成18年６月27日 

  定時株主総会 
普通株式 115,138 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月27日

  (決議) 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

 平成19年５月10日 

 取締役会 
普通株式 113,183 利益剰余金  1,000 平成19年３月31日 平成19年６月11日

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末 

  残高と中間連結貸借対照表に掲記 

  されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の中間期末 

  残高と中間連結貸借対照表に掲記 

  されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高 

  と連結貸借対照表に掲記されてい 

  る科目の金額との関係 

  （平成18年９月30日現在）

現金及び預金勘定 5,217,647千円 

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
△3,410千円 

現金及び現金同等

物 
5,214,236千円 

  （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 4,910,587千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
△204,611千円

現金及び現金同等

物 
4,705,975千円

  （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,430,427千円

預入期間が３ヶ月

を超える定期預金 
△204,011千円

現金及び現金同等

物 
5,226,416千円



（リース取引関係）  

（有価証券関係）  

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について31,254千円の減損処理を行っており 

   ます。 

  

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について12,715千円の減損処理を行っており

   ます。 

  

前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について201,767千円の減損処理を行っておりま 

     す。 

（デリバティブ取引関係）  

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

当社企業グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

重要性が乏しく、また、契約一件当

たりの金額が少額なため、中間連結財

務諸表規則第15条の規定により、財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定を

準用し、記載を省略しております。  

同 左  重要性が乏しく、また、契約一件当

たりの金額が少額なため、連結財務諸

表規則第15条の３の規定により、財務

諸表等規則第８条の６第６項の規定を

準用し、記載を省略しております。 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場外国株式 222,791 

投資事業有限責任組合等の出資金  2,485 

  中間連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

非上場外国株式 35,070 

投資事業有限責任組合等及びこれに類する事業体へ

の出資金  

  

12,072 

（2）関連会社株式   

関連会社株式 13,423 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

（1）その他有価証券  

非上場外国株式 53,027 

投資事業有限責任組合等及びこれに類する事業体へ

の出資金  

  

13,062 

（2）関連会社株式   

関連会社株式 146,546 



（ストック・オプション等関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間において、ストック・オプションを付与しなかったため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

当中間連結会計期間において、ストック・オプションを付与しなかったため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

ストック・オプションの内容 

（注）１.株式数に換算して記載しております。 

      ２.ストック・オプション数は、平成14年６月24日付株式分割（１：２）、平成16年５月20日付株式分割（１： 

     ３）による分割後の株式数に換算して記載しております。 

 
当社第１回 

ストック・オプション 
当社第２回 

ストック・オプション 
当社第３回 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数  当社の従業員      28名 

 当社の取締役    ５名 

 当社の監査役     ４名 

 当社の従業員    56名 

 当社の取締役    ４名 

 当社の監査役    ４名 

 当社の従業員    92名 

ストック・オプション数 

(注)１ 

 普通株式     2,940株 

 (注)２ 

 普通株式       1,173株 

 (注)２ 
 普通株式     4,194株 

付与日  平成14年２月８日  平成15年６月30日  平成17年６月29日 

権利確定条件  (注)３  (注)３  (注)３ 

対象勤務期間 
 対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間 
 自 平成15年８月７日 

至 平成24年２月６日 

 自 平成16年12月27日 

 至 平成25年６月27日 

 自 平成19年６月29日 

 至 平成27年６月28日 

権利行使価格 38,334円  107,805円  173,000円 

付与日における公正な評価

単価 
－  －  － 

 
当社第４回 

ストック・オプション 
当社第５回 

ストック・オプション 
当社第７回 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数  当社の取締役    ２名 

 当社の協力取引先  ５社 

 当社の協力取引先 

 の代表者      ９名 

 当社の従業員    ３名 

 当社の協力取引先 

 の代表者      ２名 

ストック・オプション数 

(注)１ 
 普通株式    3,806株  普通株式      300株  普通株式      700株 

付与日  平成17年７月11日  平成17年７月５日  平成18年１月４日 

権利確定条件  (注)３  (注)３  (注)３ 

対象勤務期間 
 対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 対象勤務期間の定めはあり

ません。 

 対象勤務期間の定めはあり

ません。 

権利行使期間 
 自 平成19年６月29日 

至 平成27年６月28日 

 自 平成19年６月29日 

 至 平成27年６月28日 

  自 平成19年６月29日 

  至 平成27年６月28日 

権利行使価格 171,036円  174,000円  195,483円 

付与日における公正な評価

単価 
－  －  － 



    ３.①新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の取締役、監 

      査役又は従業員、当社の協力取引先及び当社の協力取引先の代表者いずれかの地位を保有していること、あ 

      るいは、当社との顧問契約を締結している場合に限る。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締 

      役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 

      ②新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は新株予約権を行使することができる。 

      ③その他の条件は、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約 

      に定めるところによる。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】  

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

       事業は、サービスの系列性、市場の類似性等を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

 

国内コン 
テンツ配 
信事業 
（千円） 

国内受託 
事業  

（千円） 

海外事業 
（千円） 

その他の 
事業  

（千円） 
計（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対す

る売上高 
2,038,310 283,875 55,932 58,045 2,436,164 － 2,436,164 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

－ 747 － － 747 (747) － 

計 2,038,310 284,622 55,932 58,045 2,436,911 (747) 2,436,164 

営業費用 1,298,961 241,977 103,281 59,753 1,703,973 368,439 2,072,412 

営業利益又は営業損失

（△） 
739,349 42,645 △47,348 △1,708 732,938 (369,186) 363,751 

事業区分 主要製品 

 国内コンテンツ配信事業  携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営 

 国内受託事業 
 ＰＣ向けゲームコンテンツ、ＰＣウェブサイト及び携帯電話向け 

 着メロの受託制作 

 海外事業  携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等 

 その他の事業 

 携帯電話ウェブサイトを利用したプロモーション支援、携帯電話 

 向けゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作ツールの 

 ライセンス供与等 

  
前中間連結会計期間

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
355,263 

提出会社の総務部、経理財務部等管理部門に

かかる費用 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

       事業は、サービスの系列性、市場の類似性等を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

 

国内コン 
テンツ配 
信事業 
（千円） 

国内受託 
事業  

（千円） 

海外事業 
（千円） 

その他の 
事業  

（千円） 
計（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対す

る売上高 
2,191,466 180,451 50,245 68,522 2,490,686 － 2,490,686 

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

9,530 768 － 2,340 12,638 (12,638) － 

計 2,200,996 181,219 50,245 70,862 2,503,324 (12,638) 2,490,686 

営業費用 1,690,208 188,141 73,894 65,515 2,017,759 391,072 2,408,831 

営業利益又は営業損失

（△） 
510,788 △6,922 △23,648 5,346 485,565 (403,710) 81,854 

事業区分 主要製品 

 国内コンテンツ配信事業  携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営 

 国内受託事業 
 ＰＣ向けゲームコンテンツ、ＰＣウェブサイト及び携帯電話向け 

 着メロの受託制作 

 海外事業  携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等 

 その他の事業 

 携帯電話ウェブサイトを利用したプロモーション支援、携帯電話 

 向けゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作ツールの 

 ライセンス供与等 

  
当中間連結会計期間

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
404,067 

提出会社の総務部、経理財務部等管理部門に

かかる費用 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１. 事業区分の方法 

       事業は、サービスの系列性、市場の類似性等を考慮して区分しております。 

２. 各区分に属する主要な製品 

３. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

【所在地別セグメント情報】  

      前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 

     至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

     本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】  

      前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 

     至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

     海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

国内コン
テンツ配
信事業 
（千円） 

国内受託
事業 

（千円） 

海外事業 
（千円） 

その他の
事業 

（千円） 
計（千円）

消去又は
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
4,243,407 495,734 111,753 161,096 5,011,993 － 5,011,993 

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

－ 1,152 － 1,385 2,537 (2,537) － 

計 4,243,407 496,886 111,753 162,481 5,014,530 (2,537) 5,011,993 

営業費用 2,760,605 424,702 220,260 120,755 3,526,324 742,939 4,269,263 

営業利益又は営業損失

（△） 
1,482,802 72,184 △108,506 41,725 1,488,205 (745,476) 742,729 

事業区分 主要製品 

 国内コンテンツ配信事業  携帯電話向けゲームコンテンツ及び着メロの企画・開発・運営 

 国内受託事業 
 ＰＣ向けゲームコンテンツ、ＰＣウェブサイト及び携帯電話向け 

 着メロの受託制作  

 海外事業  携帯電話向けゲームコンテンツの配信及びライセンス供与等 

 その他の事業 

 携帯電話ウェブサイトを利用したプロモーション支援、携帯電話 

 向けゲームコンテンツ、動画配信ツール及び着メロ制作ツールの 

 ライセンス供与等 

  
前連結会計年度 

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含めた配賦不

能営業費用の金額 
747,133 

提出会社の総務部、経理財務部等管理部門に

かかる費用 



（１株当たり情報）  

（注）１株当たり中間純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算 

      定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 58,190円71銭

１株当たり中間純利益 

金額 
866円53銭

潜在株式調整後１株当 

たり中間純利益金額 
863円46銭

１株当たり純資産額 56,003円41銭

１株当たり中間純利益 

金額 
   459円19銭

潜在株式調整後１株当 

たり中間純利益金額 
   457円79銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 56,543円23銭

１株当たり当期純損失 

金額 
   786円55銭

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

１株当たり中間純利益金額又は当期純損

失金額（△） 
      

 中間純利益又は当期純損失（△）  

              （千円） 
98,808 51,972 △89,351 

 普通株主に帰属しない金額 （千円） － － － 

  普通株式に係る中間純利益 

 又は当期純損失（△）   （千円） 
98,808 51,972 △89,351 

  期中平均株式数        （株） 114,028 113,183 113,600 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額 
      

  中間（当期）純利益調整額  （千円） － － － 

 普通株式増加数       （株） 405 344 － 

 (うち新株予約権） (405) (344)  (－) 

 



（重要な後発事象）  

     該当事項はありません。 

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

金額の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第３回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    4,016株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第４回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式   3,806株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第５回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    300株 

平成17年９月29日臨時 

取締役会決議第６回新 

株予約権 

（第三者割当） 

普通株式   86,800株 

 平成17年６月28日定時 

 株主総会決議第７回ス 

 トックオプション 

 （新株予約権） 

 普通株式    700株 

平成15年６月27日定時 

株主総会決議第２回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式       351株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第３回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    3,514株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第４回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    3,806株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第５回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    300株 

平成17年９月29日臨時 

取締役会決議第６回新 

株予約権 

（第三者割当） 

普通株式   86,800株 

 平成17年６月28日定時 

 株主総会決議第７回ス 

 トックオプション 

 （新株予約権） 

 普通株式    700株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第３回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    3,702株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第４回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式   3,806株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第５回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    300株 

平成17年９月29日臨時 

取締役会決議第６回新

株予約権 

（第三者割当） 

普通株式  86,800株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第７回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    700株 



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１. 現金及び預金   5,118,687   4,794,928 5,329,944   

２. 受取手形   －   1,113 －   

３. 売掛金   1,376,063   1,212,165 1,287,468   

４. たな卸資産   306,456   266,282 375,440   

５. 短期貸付金   －   445,500 166,500   

６．その他   332,339   126,370 187,269   

  貸倒引当金   △6,300   △6,700 △7,000   

流動資産合計     7,127,245 85.1 6,839,660 88.1   7,339,623 84.8

Ⅱ 固定資産           

１. 有形固定資産 ※１         

(1) 建物   54,242   54,628 59,184   

(2) 工具器具備品   86,757   67,998 77,019   

     計   140,999   122,626 136,204   

２. 無形固定資産   43,871   39,189 39,922   

３. 投資その他の資産           

(1) 関係会社株式   596,830   298,574 662,070   

(2) その他   463,612   463,123 473,231   

     計   1,060,442   761,698 1,135,301   

固定資産合計     1,245,313 14.9 923,514 11.9   1,311,428 15.2

資産合計     8,372,558 100.0 7,763,175 100.0   8,651,051 100.0 

            

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前事業年度の要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１. 買掛金   212,622   223,805 246,575   

２. 未払金   213,700   209,802 205,859   

３. 未払法人税等   219,012   16,952 346,252   

４. その他 ※２ 107,009   73,903 202,349   

流動負債合計     752,344 9.0 524,463 6.8   1,001,036 11.6

負債合計     752,344 9.0 524,463 6.8   1,001,036 11.6

            

（純資産の部）                    

Ⅰ 株主資本                     

１．資本金     3,318,876 39.6   3,320,723 42.8   3,320,723 38.4 

２．資本剰余金                    

(1) 資本準備金   2,976,549     2,978,396     2,978,396    

資本剰余金合計     2,976,549 35.5   2,978,396 38.4   2,978,396 34.4 

３．利益剰余金                    

(1) その他利益剰余
金 

                   

別途積立金   600,000     600,000     600,000    

繰越利益剰余金   428,661     42,908     454,324    

利益剰余金合計     1,028,661 12.3   642,908 8.3   1,054,324 12.2 

４．自己株式     △571,429 △6.8   △571,429 △7.4   △571,429 △6.6 

株主資本合計     6,752,657 80.6   6,370,599 82.1   6,782,015 78.4 

Ⅱ 評価・換算差額等                     

１．その他有価証券 
評価差額金 

    △443 △0.0   112 0.0   － － 

評価・換算差額等 
合計 

    △443 △0.0   112 0.0   － － 

Ⅲ 新株予約権     868,000 10.4   868,000 11.1   868,000 10.0 

純資産合計     7,620,214 91.0   7,238,711 93.2   7,650,015 88.4 

負債純資産合計     8,372,558 100.0   7,763,175 100.0   8,651,051 100.0 

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     2,387,654 100.0 2,347,851 100.0   4,880,340 100.0 

Ⅱ 売上原価     1,283,071 53.7 1,411,762 60.1   2,637,339 54.0

売上総利益     1,104,583 46.3 936,089 39.9   2,243,001 46.0

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

    686,850 28.8 882,012 37.6   1,407,720 28.9

営業利益     417,732 17.5 54,076 2.3   835,280 17.1

Ⅳ 営業外収益 ※１   4,986 0.2 17,474 0.7   16,542 0.3

Ⅴ 営業外費用     1,844 0.1 609 0.0   1,789 0.0

経常利益     420,875 17.6 70,941 3.0   850,033 17.4

Ⅵ 特別利益 ※２   － － 28,805 1.2   － －

Ⅶ 特別損失 ※３   92,161 3.9 376,211 16.0   475,184 9.7

税引前中間（当
期）純利益又は税
引前中間純損失
（△） 

    328,713 13.7 △276,463 △11.8   374,849 7.7

法人税、住民税及
び事業税 

  209,027   9,647 379,120   

法人税等調整額   △72,109 136,918 5.7 12,122 21,769 0.9 △221,729 157,391 3.2

中間（当期）純利
益又は中間純損失
（△） 

    191,794 8.0 △298,233 △12.7   217,458 4.5

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

     前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金 

その他利益剰余金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

 平成18年３月31日 残高 

                 （千円） 
3,318,715 2,976,387 600,000 352,004 △376,079 6,871,028 

 中間会計期間中の変動額            

   新株の発行 161 161       323 

 剰余金の配当   （注）       △115,138   △115,138 

 中間純利益       191,794   191,794 

 自己株式の取得         △195,350 △195,350 

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動 

 額（純額） 

            

 中間会計期間中の変動額 

 合計       （千円） 
161 161 － 76,656 △195,350 △118,370 

 平成18年９月30日 残高 

                 （千円） 
3,318,876 2,976,549 600,000 428,661 △571,429 6,752,657 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

 平成18年３月31日 残高 

                 （千円） 
419 868,000 7,739,448 

 中間会計期間中の変動額      

   新株の発行     323 

 剰余金の配当   （注）     △115,138 

 中間純利益     191,794 

 自己株式の取得     △195,350 

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動 

 額（純額） 

△863 － △863 

 中間会計期間中の変動額 

 合計       （千円） 
△863 － △119,233 

 平成18年９月30日 残高 

                 （千円） 
△443 868,000 7,620,214 



   当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金 

その他利益剰余金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

 平成19年３月31日 残高 

                 （千円） 
3,320,723 2,978,396 600,000 454,324 △571,429 6,782,015 

 中間会計期間中の変動額            

 剰余金の配当       △113,183   △113,183 

 中間純損失       △298,233   △298,233 

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動 

 額（純額） 

            

 中間会計期間中の変動額 

 合計       （千円） 
－ － － △411,416 － △411,416 

 平成19年９月30日 残高 

                 （千円） 
3,320,723 2,978,396 600,000 42,908 △571,429 6,370,599 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

 平成19年３月31日 残高 

                 （千円） 
－ 868,000 7,650,015 

 中間会計期間中の変動額      

 剰余金の配当     △113,183 

 中間純損失     △298,233 

 株主資本以外の項目の 

 中間会計期間中の変動 

 額（純額） 

112 － 112 

 中間会計期間中の変動額 

 合計       （千円） 
112 － △411,304 

 平成19年９月30日 残高 

                 （千円） 
112 868,000 7,238,711 



   前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計 
資本準備金 

その他利益剰余金 

別途積立金 繰越利益剰余金 

 平成18年３月31日 残高 

          （千円） 
3,318,715 2,976,387 600,000 352,004 △376,079 6,871,028 

 事業年度中の変動額            

   新株の発行 2,008 2,008       4,017 

   剰余金の配当   （注）       △115,138   △115,138 

   当期純利益       217,458   217,458 

   自己株式の取得         △195,350 △195,350 

   株主資本以外の項目の 

   事業年度中の変動額 

  （純額） 

            

 事業年度中の変動額合計 

          （千円） 
2,008 2,008 － 102,320 △195,350 △89,012 

 平成19年３月31日 残高 

          （千円） 
3,320,723 2,978,396 600,000 454,324 △571,429 6,782,015 

 

評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

 平成18年３月31日 残高 

                 （千円） 
419 868,000 7,739,448 

 事業年度中の変動額      

   新株の発行     4,017 

 剰余金の配当   （注）     △115,138 

 当期純利益     217,458 

 自己株式の取得     △195,350 

   株主資本以外の項目の 

    事業年度中の変動額 

   （純額） 

△419 － △419 

 事業年度中の変動額合計 

          （千円） 
△419 － △89,432 

 平成19年３月31日 残高 

          （千円） 
－ 868,000 7,650,015 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１. 資産の評価基準及び評価

方法 

(1) 有価証券  

[子会社及び関連会社株式]  

   移動平均法による原価法に 

   よっております。 

   [その他有価証券] 

    時価のないもの 

      移動平均法による原価法に 

    よっております。 

(1) 有価証券 

[子会社及び関連会社株式]  

同左 

  

   [その他有価証券] 

    時価のないもの 

同左 

  

(1) 有価証券 

   [子会社及び関連会社株式] 

同左 

  

   [その他有価証券] 

    時価のないもの 

同左 

  

  (2) たな卸資産 

   [仕掛品] 

      個別法による原価法によっ 

    ております。  

(2) たな卸資産 

  [仕掛品] 

同左 

(2) たな卸資産 

  [仕掛品] 

同左 

    [貯蔵品] 

  総平均法による原価法によ 

  っております。 

   [貯蔵品] 

同左 

  [貯蔵品] 

同左 

２. 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

     定率法（ただし、工具器具 

    備品のうち、パソコン及びサ 

    ーバーについては定額法）に 

    よっております。 

      なお、主な耐用年数は以下 

    のとおりであります。 

    建物         ３～18年 

    工具器具備品     ３～20年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

      定額法によっております。 

      なお、自社利用のソフトウ 

    エアについては、社内におけ 

    る利用可能期間（３～５年） 

    に基づいております。 

(2) 無形固定資産 

同左 

   

(2) 無形固定資産 

同左 

３. 引当金の計上基準   貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備 

  えるため、一般債権については 

  貸倒実績率による計算額を、貸 

  倒懸念債権等特定の債権につい 

  ては個別に回収可能性を勘案 

  し、回収不能見込額を計上して 

  おります。 

  貸倒引当金 

同左 

  貸倒引当金 

同左 

４. 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は、中間 

  決算日の直物為替相場により円 

  貨に換算し、換算差額は損益と 

  して処理しております。 

同左    外貨建金銭債権債務は、決算 

  日の直物為替相場により円貨に 

  換算し、換算差額は損益として 

  処理しております。 

５. リース取引の処理方法    リース物件の所有権が借主に 

  移転すると認められるもの以外 

  のファイナンス・リース取引に 

  ついては、通常の賃貸借取引に 

  係る方法に準じた会計処理によ 

  っております。 

同左 同左 

６. その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

    税抜方式を採用しておりま 

 す。 

  消費税等の会計処理 

同左 

  消費税等の会計処理 

同左 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――― ――――――   （繰延資産の会計処理に関する当面 

 の取扱い） 

  当事業年度より、「繰延資産の会 

 計処理に関する当面の取扱い」（企 

 業会計基準委員会 平成18年８月11 

 日  実務対応報告第19号）を適用し 

  ております。これによる損益に与え 

  る影響はありません。 

  （貸借対照表の純資産の部の表示に 

  関する会計基準） 

    当中間会計期間より、「貸借対照 

  表の純資産の部の表示に関する会計 

  基準」（企業会計基準第５号  平成 

  17年12月９日）及び「貸借対照表の 

  純資産の部の表示に関する会計基準 

  等の適用指針」（企業会計基準適用 

  指針第８号  平成17年12月９日）を 

  適用しております。 

    従来の資本の部の合計に相当する 

 金額は、6,752,214千円であります。 

  なお、当中間会計期間における中 

 間貸借対照表の純資産の部について 

 は、中間財務諸表等規則の改正に伴 

 い、改正後の中間財務諸表等規則に 

 より作成しております。 

――――――   （貸借対照表の純資産の部の表示に 

  関する会計基準） 

    当事業年度より、「貸借対照表の 

 純資産の部の表示に関する会計基 

 準」（企業会計基準第５号  平成17 

 年12月９日）及び「貸借対照表の純 

 資産の部の表示に関する会計基準等 

 の適用指針」（企業会計基準適用指 

 針第８号  平成17年12月９日）を適 

 用しております。 

    従来の資本の部の合計に相当する 

 金額は、6,782,015千円であります。

  なお、当事業年度における貸借対 

 照表の純資産の部については、財務 

 諸表等規則の改正に伴い、改正後の 

 財務諸表等規則により作成しており 

 ます。 

――――――   (固定資産の減価償却の方法の変更)

    法人税法の改正に伴い、当中間会 

 計期間より、平成19年４月１日以降 

 に取得した有形固定資産について、 

 改正後の法人税法に基づく減価償却 

 の方法に変更しております。 

  これによる損益に与える影響は軽 

 微であります。   

―――――― 



表示方法の変更 

追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

――――――  （中間貸借対照表） 

 「短期貸付金」は、前中間会計期間末は、流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計

期間末において資産の総額の 100分の５を超えたため区

分掲記しました。 

 なお、前中間会計期間末の「短期貸付金」の金額は、

148,500 千円であります。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――― （固定資産の減価償却の方法の変更）

  法人税法の改正に伴い、平成19年 

 ３月31日以前に取得した有形固定資 

 産については、改正前の法人税法に 

 基づく減価償却の方法の適用により 

 取得価額の５％に到達した事業年度 

 の翌事業年度より、取得価額の５％ 

 相当額と備忘価額との差額を５年間 

 にわたり均等償却し、減価償却費に 

 含めて計上しております。 

  これによる損益に与える影響は軽 

 微であります。 

―――――― 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１. 有形固定資産の減価償却累計額 ※１. 有形固定資産の減価償却累計額 ※１. 有形固定資産の減価償却累計額 

                      140,710千円                      152,957千円              132,539千円 

※２. 消費税等の取扱い ※２. 消費税等の取扱い ※２.     ―――――― 

   仮払消費税等及び仮受消費税等 

  は、相殺のうえ、流動負債の「そ 

  の他」に含めて表示しておりま 

  す。 

同左   

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１. 営業外収益のうち主要なもの ※１. 営業外収益のうち主要なもの ※１. 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 1,107千円 受取利息 13,701千円 受取利息 11,146千円

※２.     ―――――― ※２．特別利益のうち主要なもの ※２.     ―――――― 

  投資有価証券 

売却益 28,805千円

 

※３. 特別損失の内訳は次のとおりで 

      あります。 

※３. 特別損失のうち主要なもの ※３. 特別損失のうち主要なもの 

工具器具備品 

除却損 2,069千円

ソフトウェア 

除却損 1,075千円

商標権除却損 91千円

投資有価証券 

評価損 31,254千円

関係会社株式 

評価損 57,669千円

 計 92,161千円

関係会社株式 

評価損 363,495千円

投資有価証券 

評価損 201,767千円

関係会社株式 

評価損  262,429千円

４. 減価償却実施額 ４. 減価償却実施額 ４. 減価償却実施額 

有形固定資産 18,227千円

無形固定資産 3,987千円

有形固定資産 20,418千円

無形固定資産 5,532千円

有形固定資産 39,602千円

無形固定資産 9,278千円



（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2,000株は、自己株式の市場買付けによる増加であります。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2,000株は、自己株式の市場買付けによる増加であります。 

 
前事業年度末 
株式数(株) 

当中間会計期間 
増加株式数(株) 

当中間会計期間 
減少株式数(株) 

当中間会計期間末 
株式数(株) 

普通株式    (注) 2,270 2,000 － 4,270 

合計 2,270 2,000 － 4,270 

 
前事業年度末 
株式数(株) 

当中間会計期間 
増加株式数(株) 

当中間会計期間 
減少株式数(株) 

当中間会計期間末 
株式数(株) 

普通株式 4,270 － － 4,270 

合計 4,270 － － 4,270 

 
前事業年度末 
株式数(株) 

当事業年度 
増加株式数(株) 

当事業年度 
減少株式数(株) 

当事業年度末 
株式数(株) 

普通株式    (注) 2,270 2,000 － 4,270 

合計 2,270 2,000 － 4,270 



（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

  前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間会計期間（自平成19年４月１日 

  至平成19年９月30日）及び前事業年度（平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

       子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

(注) 当中間会計期間において、関連会社株式で時価のないものについて 363,495千円の減損処理を行っており 

  ます。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 重要性が乏しく、また、契約一件 

当たりの金額が少額なため、中間財 

務諸表等規則第５条の３の規定によ 

り、財務諸表等規則第８条の６第６ 

項の規定を準用し、記載を省略して 

おります。 

同左  重要性が乏しく、また、契約一件 

当たりの金額が少額なため、財務諸 

表等規則第８条の６第６項の規定に 

より、記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

     （注）１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益 

      金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間会計期間  
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）  

当中間会計期間  
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）  

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 59,679円64銭 

１株当たり中間純利益

金額 1,682円00銭 

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額 1,676円05銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

 純利益金額については、潜在株式は存

 在するものの１株当たり中間純損失で

 あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 56,286円82銭 

１株当たり中間純損失

金額 2,634円96銭 

１株当たり純資産額 59,920円80銭 

１株当たり当期純利益

金額 1,914円25銭 

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 1,907円65銭 

  
前中間会計期間  

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間  
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

 １株当たり中間（当期）純利益金額 
 又は中間純損失金額（△） 

      

 中間（当期）純利益又は 

 中間純損失（△）     （千円) 
191,794 △298,233 217,458 

 普通株主に帰属しない金額 （千円） － － － 

 普通株式に係る中間（当期）純利益 

 又は普通株式に係る中間純損失（△） 

              （千円） 

191,794 △298,233 217,458 

 期中平均株式数       （株） 114,028 113,183 113,600 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期） 

純利益金額   
      

 中間（当期）純利益調整額 （千円） － － － 

 普通株式増加数       （株） 405 － 393 

（うち新株予約権） (405) (－)   (393) 

 



（重要な後発事象）  

   該当事項はありません。 

  
前中間会計期間  

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間  
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第３回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式   4,016株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第４回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式   3,806株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第５回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    300株 

平成17年９月29日臨時 

取締役会決議第６回新 

株予約権 

（第三者割当） 

普通株式  86,800株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第７回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    700株 

平成15年６月27日定時 

株主総会決議第２回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式     351株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第３回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式   3,514株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第４回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式   3,806株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第５回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    300株 

平成17年９月29日臨時 

取締役会決議第６回新 

株予約権 

（第三者割当） 

普通株式  86,800株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第７回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    700株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第３回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式   3,702株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第４回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式   3,806株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第５回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    300株 

平成17年９月29日臨時 

取締役会決議第６回新 

株予約権 

（第三者割当） 

普通株式  86,800株 

平成17年６月28日定時 

株主総会決議第７回ス 

トックオプション 

（新株予約権） 

普通株式    700株 



(2）【その他】 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1)有価証券報告書及びその添付書類 

   （第７期）（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月28日関東財務局長に提出。 

(2)有価証券報告書の訂正報告書 

   平成19年10月18日に関東財務局長に提出。 

  平成19年６月28日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。 

(3)自己株券買付状況報告書 

 ・報告期間（自 平成19年３月１日至 平成19年３月31日）平成19年４月13日に関東財務局長に提出。 

 ・報告期間（自 平成19年４月１日至 平成19年４月30日）平成19年５月15日に関東財務局長に提出。 

 ・報告期間（自 平成19年５月１日至 平成19年５月31日）平成19年６月15日に関東財務局長に提出。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月21日

株式会社ジー・モード 

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 永田 高士  印 

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 瀬戸  卓  印 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ジー・モードの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ジー・モード及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月12日

株式会社ジー・モード 

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 永田 高士  印 

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 瀬戸  卓  印 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジー・モードの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計

算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の

表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に

応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基

準に準拠して、株式会社ジー・モード及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成18年12月21日

株式会社ジー・モード 

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 永田 高士  印 

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 瀬戸  卓  印 

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ジー・モードの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第７期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ジー・モードの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４

月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書 

  平成19年12月12日

株式会社ジー・モード 

  取締役会 御中   

  監査法人トーマツ

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 永田 高士  印 

  
指定社員
業務執行社員 

公認会計士 瀬戸  卓  印 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社ジー・モードの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第８期事業年度の中間会計期間（平成19

年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株

主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間

財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追

加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠

して、株式会社ジー・モードの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成19年４

月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 
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